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（趣旨） 

第１条 この法人規程は、国立大学法人筑波大学財務規則（平成１６年法人規則第９号）第９０ 

 条第２項の規定に基づき、法人の財政の安定と長期的な健全性を確保し、もって教育研究の発 

 展に資するため、財政状況を把握し、効果的な資金の運用を図ることを目的に資金運用委員会 

 （以下「委員会」という。）を置き、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 効果的かつ効率的な資金の運用方針に関すること。 

(2) 資金繰計画及び資金運用計画に関すること。 

(3) 基本ポートフォリオに関すること。 

(4) 余裕金の運用に係る法人細則に関すること。 

(5) 余裕金運用実績に関すること。 

(6) その他資金運用に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) 事業・ファイナンスを担当する理事 

(2) 財務を担当する副学長 

(3) 事業・ファイナンス局長 

(4) 資産運用・ファイナンス室の室長 

(5) 事業・リレーション推進室の室長 

(6) 法人の役員又は職員以外の者で金融商品に関する知識を有する者のうちから学長が任命す

る者 ２人以上（うち１人以上が、法人の同窓会会員又は法人に対して寄附を行った者であ

ること。） 

(7) その他学長が必要と認めた者 

２ 前項のうち、１人以上は業務として資金運用の実務経験が２年以上ある者とする。 

 

 （委員長等） 

第４条 委員会に委員長を置き、前条第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

 



 （議事） 

第５条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。 

 

 （任期） 

第６条 第３条第１項第６号及び第７号の委員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、 

 委員となる日の属する年度の翌年度の末日とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前２項の委員は、再任されることができる。 

 

 （委員以外の出席） 

第７条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと 

 ができる。 

 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、事業・ファイナンス局資産運用・ファイナンス室において処理する。 

 

 （雑則） 

第９条 この法人規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

  

   附 則 

 この法人規程は、平成２０年６月２７日から施行する。 

 

   附 則（平３０．１２．２０法人規程７５号） 

 この法人規程は、平成３０年１２月２０日から施行する。 

 

附 則（令４．３．２４法人規程２４号） 

 この法人規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

     附 則（令６．３．２８法人規程４２号） 

 この法人規程は、令和６年４月１日から施行する。 


